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電気需給仕様書 

 

本仕様書は、茨木市（以下「甲」という。）所有の施設（別紙施設一覧表のとおり）で使用する電力について、電

力供給者（以下「乙」という。）が供給する電力に適用する。  

 

１ 概要 

(1) 件  名 茨木市低圧施設・設備に係る電気需給 

(2) 供 給 場 所 別紙施設一覧表のとおり 

(3) 用  途 施設内使用用電力 

(4) 契 約 電 力 別紙施設一覧表のとおり 

(5) 受電方式等     〃 

 (6) 電気工作物の財産分界点と保安上の責任分界点 

ア 電気工作物の財産分界点 

     需給地点に同じとする。ただし取引用計量装置は、一般送配電事業者の所有とする。 

イ 保安責任分界点 

    電気工作物の財産分界点と同じ。 

 

２ 供給仕様 

(1) 契約方法 単価契約 

(2) 予定使用総電力量 1,854,865kWh/年 

(3) 供給期間     令和８年10月の検針日から令和９年10月の検針日前日まで 

 (4) 電力使用計画    別紙施設一覧表のとおり 

(5) 使用電力実績       〃  

 (6) 電力の計量  

  ア 電力の使用に対する代金（以下「電気料金」という。）の算定に必要な使用電力量の計量は、甲の供給場所

に設置された計量器により行うものとする。 

   イ 計量日時は甲と乙が協議の上、毎月定めるものとし、計量結果の記録を取り交わす。 

 (7) 電気料金の算定  

   ア 料金の算定は１月（前月の計量から当月の計量までの期間をいう。）の使用電力量に基づき、次の計算方法

で算定し、毎月支払うものとする。  

電気料金 ＝ 基本料金＋電力量料金＋再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（算出した電気料金に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。） 

イ 基本料金、電力量料金及び再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定は次のとおりとする。 

   また、契約単価は、契約種別毎に同一単価とし、消費税相当額を含むものとし契約電力に関しては実量制を

採用すること。 

(ｱ) 従量電灯Ａ基本料金  

最低料金制を適用する場合は、１契約あたりの最低料金単価 

基本料金制を適用する場合は、契約容量に契約単価を乗じて計算した金額（以下の算式による。） 

基本料金 ＝ 契約件数 × 契約単価 

    (ｲ) 従量電灯Ｂ基本料金 

      契約容量に契約単価を乗じて計算した金額（以下の算式による。） 

基本料金 ＝ 契約容量 × 契約単価 

    (ｳ) 低圧電力基本料金 

      契約電力に契約単価を乗じて計算した金額（以下の算式による。） 

基本料金 ＝ 契約電力 × 契約単価  

  力率調整を適用する場合は、契約電力に契約単価及び力率を乗じて計算した金額 

（以下の算式による。） 

基本料金＝ 契約電力 × 契約単価×（（185－力率）/100） 
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(ｴ) 電力量料金 

           使用電力量に単価一覧の料金を乗じて計算した金額（以下の算式による。）  

電力量料金 ＝ 使用電力量×使用量毎の契約単価＋燃料費調整額 

(ｵ) 燃料費調整額 

燃料費調整額の算定は、公告の日に実施されている当該地域を管轄した一般電気事業者であった小売電気

事業者が定める電気供給条件を用いること。 

     ・計算式 

燃料費調整額＝使用電力量×燃料費調整単価 

※当該地域を管轄するする旧一般電気事業者が電気料金の改定により電気供給条件を変更した場 

合は、燃料費調整単価の算定方法及びそれに用いる基準燃料価格及び基準単価に、どの時点の 

値を適用するかについて、甲と乙が協議の上、決定する。 

※入札価格の算定にあたっては、燃料費調整額は考慮しないものとする。 

(ｶ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

使用電力量に再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて計算した金額（以下の算式による。） 

再生可能エネルギー発電促進賦課金＝使用電力量×再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

※入札価格の算定にあたっては、再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないものとする。 

(ｷ) 力率 

           力率は、一般送配電事業者の供給条件により、定められた力率による。 

 なお、力率調整を適用する場合は、入札価格算定時の力率は 90％とすること。 

   (8) 検針日及び計量 

       検針日は施設ごとに一般送配電事業者があらかじめ設定した日（検針区域に応じて定めた毎月一定の日）とす

る。計量は、計量器により記録された値によるものとする。 

(9) その他 

    ア 権利義務の譲渡等 

     乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に

供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合にはこの限りではない。  

イ 支払条件 

     乙は、算定された当該月分の料金を適法な請求書で速やかに甲に請求し、この場合は30日以内（その日が金

融機関の休業日の場合はその翌営業日）にこれを支払う。また、請求合計額の小数点以下については、切り捨

てとする。 

  なお、乙の請求方法については、各施設の請求額をまとめた総価（各施設単位の請求情報を集計表にまとめ

たもの）を記載した紙媒体の請求書及び電子データ（CSVデータ等）請求と、当請求書の明細にあたるものとし

て施設単位での紙媒体請求及び電子データ（CSVデータ等）請求とし、甲の円滑な支払いが可能となるようにす

ること。 

 

３ 電気の安定供給 

 電気の安定供給を図ること。 

 また、乙側の事故や災害により、甲への電力供給が停止した場合は、業務に支障が生じることがないよう、予備

の発電設備又は他の電気事業者からの電力を確保すること。 

 

４ その他 

(1) 契約期間中における予定使用電力量を年間総使用量とし、年間の実績使用量が、当年間総使用量に対し達しな

い場合や、超えた場合についても、契約した単価に基づく料金となり、乙は、料金の追加請求を行わないこと。 

なお、その他、この仕様書に定めのない乙の請求については発生しないものとする。 

 (2) 機器の仕様の変更等で、電力供給が不要となった場合は、30日前までに甲が申し入れることにより、該当の供

給地点への電力供給を解除できるものとする。  
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(3) 協議 

    その他、仕様書に定めのない事項については、当該地域を管轄する一般送配電事業者の定めに準ずるものとし、

甲乙協議により定める。  

 


